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【はじめに】 
 
非常勤職員は、昨年１０月１日の郵政民営・分社化により、任用関係

から雇用契約関係となりました。この結果、民間企業での解雇事件で判

例として「整理解雇」四要件（①人員整理の必要性、②解雇回避の努力・

措置、③解雇基準の公正さ、④労働者・労働組合への情報開示と合意形

成に向けた協議）が適用されることになります。 
 
日本郵政の非正規社員は現在、１２万４千人で、日本で最も多く非正

規社員を抱える民間企業となっています。このように、郵政の職場では、

郵便内務・外務だけでなく、貯金・保険、郵便局の窓口まで期間雇用社

員の皆さんなしには、正常な業務運行ができない状況となっています。 
ところが、労働内容は正社員とまったく同様の状況のもとで働いてい

るにも係わらず、病気休暇は無給で、年次有給休暇も正規職員が年間２

０日の権利が与えられているのに採用時１０日で勤続年数が１年増すご

とに１日加算されるにすぎません。また、賃金・時間給は低くおさえら

れています。 

 

「同一労働、同一賃金」要求は国際的にも常識で、非正規社員の待遇

改善を求める運動は労働組合の重要なたたかいとなっています。 

 

郵産労は、今年１月２４日各社に対し、「非正規社員の均等待遇を求め

る要求書」を提出し、期間雇用社員の月給制契約社員への登用と門戸拡

大を求めてきました。これに対し会社は、「非正規社員は会社にとって貴

重な存在であると考えており、パートタイム労働法に則り、引き続き適

切な労働条件設定となるよう対応していきたい」とする前向きの回答を

行ないました。具体的には、月給制契約社員から正規社員への登用、新

規採用の拡大などで前進し、月給制契約社員から社員への登用で５７０

０人をかちとりました。 
 
郵産労は、引き続き非正規労働者の均等待遇を求め、ＩＬＯ１７５号

条約（パートタイム条約）批准の運動を展開しています。 
 
 郵産労は、働きやすい職場、生きがいを感じられる生活を創るために、

「期間雇用社員の勤務時間、休憩、休日及び、休暇等」について「労働

条件の手引き」として発行しました。ぜひ活用して下さい。 
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【社員区分】 
１、期間雇用社員 

 公社時の非常勤職員は、２００７年１０月新会社発足時からは「期間雇用社員」として社

員区分されました。常勤職員（本務者）が労働契約期間の定めがない「正社員」として区分

されたことに対応したものです。 
 
２、社員区分 

（旧公社時）           （現行） 

○任期付任用       →    スペシャリスト契約社員 

○事務技術嘱託      →    エキスパート契約社員 

○キャリアスタッフ    →    月給制契約社員 

○ゆうメイト       →    時給制契約社員・パートタイマー・アルバイト 

           

３、期間雇用社員の区分 

○スペシャリスト社員      本社等で専門的な知識・技術、経験を要する業務に従事 

○エキスパート社員       本社支社及び支店で専門的業務に従事 

○月給制契約社員（契約社員Ⅰ） 支店での一般的業務に１日６時間以上勤務、月給制 

○時給制契約社員（契約社員Ⅱ） 支店での一般的業務に１日６時間以上勤務、時給制 

○パートタイマー        支店での一般的業務に１日６時間未満勤務 

○アルバイト          支店での季節的な波動性に応じて１か月未満の期間採用 

 

＊逓信病院の旧技術嘱託の医師・薬剤師はスペシャリスト社員、非常勤職員の看護師・助産

師・医療技術職はエキスパート社員に区分されます。 

＊郵便局会社には時給制契約社員なし。 

 

● 郵産労は、月給制契約社員（旧キャリアスタッフ）の１日の従事時間が６時間以上から適

 用させることを交渉で勝ちとりました。 

 

【採用及び雇用期間】 
１、採用                                      
就職希望者から選考により社員として採用する。入社希望者は、履歴書と会社の必要とす

る書類を提出しなければならない。 
 
２、採用時の労働条件の明示 
会社は、社員の採用にさいしては、期間雇用社員雇入労働条件通知書を交付して採用時の

労働条件を明示する。                                 

（通知書の記載内容） 
①賃金に関する事項 
②雇用契約の期間に関する事項 
③就業の場所、従事する業務に関する事項 
④始終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業転換に関す

る事項 
⑤退職に関する事項 
 
３、雇用契約期間 
 旧公社時の非常勤職員の雇用期間は任期と予定雇用期間で設定されていたが、民営化後は

契約期間による設定に変わっています。「日々雇用」から「期間雇用」になっています。 
 この変更に伴い、従来の「勤務指定のない日」は非番日となっています。 
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 ①スペシャリスト社員    ５年以内（年又は月単位） 
 ②エキスパート社員     ３年以内（月単位） 
 ③月給制契約社員      １年以内 
 ④時給制契約社員      ６か月以内 
 ⑤パートタイマー      ６か月以内 
 ⑥アルバイト        １か月未満 
 
（注）年度途中の採用者の契約期間の終期については、（スキル等評価と連動させるため） 
   月給制契約社員は３月末、時給制契約社員とパートタイマーは、９月末・３月末とな

ります。これまでの年度間の雇用空白日は無くなりました。 
 
４、雇用契約の更新 
 ①会社が必要とし、本人が希望する場合は雇用契約を更新することがある。ただし、雇用

契約期間満了時に、業務の性質・業務量の変動・経営上の事由・社員の勤務成績・勤務

態度・業務遂行能力・健康状態等を検討し更新が不適当と認められたときは、雇用契約

を更新しない。 
②会社の都合による特別な場合の他は、満６５歳に達した日以降の最初の雇用契約期間の

満了日が到来したときは、それ以降、雇用契約は更新しない。（スペシャリスト社員・エ

キスパート社員は除く）。 
③会社が特に必要と認める場合は、満６５歳を超えて雇用契約を更新することがある。 
（注）契約年齢は、２０１０年１０月１日から原則として６５歳までとする。 
 
④雇用契約を更新しないときは、契約の満了する３０日前までに、予告を行う。 
 （アルバイトは除く） 

 
５、試用期間 
 ①月給制契約社員、時給制契約社員、パートタイマーの試用期間は、採用の日から２か月。 
 ②試用期間は勤続年数に通算する。 
 ③試用期間中または試用期間満了時において、引き続き社員として勤務させることが不適                                

当と会社が判断した場合は、解雇の手続きに従い解雇する。 
 
【期間雇用社員の登用制度】 
（１）「郵便事業会社」 
１、時給制契約社員から月給制契約社員への登用要件 

①社員区分  時給制契約社員 
 ②勤務年数  ○作業能率測定対象………１年以上 
        ○作業能率測定対象外……２年以上 
 ③勤務時間  週平均３０時間以上 
 ④評価結果  ○作業能率測定対象…スキルレベルＡ（習熟度あり） 

かつ作業能率１００％以上 
        ○作業能率測定対象外…スキルレべルＡ習熟度あり連続４回以上 
        ○基礎評価がすべて「できている」 
⑤その他   過去６か月の間に懲戒処分を受けていない又は受ける見込みがない 

 ＊月給制契約社員への登用にあたって、これらの要件を満たす者のなかから選考により行

うことを原則とする。ただし、要件を満たしていなくとも各社の運用方針で登用される

こともあり得る。 
 ＊旧公社の非常勤職員として、時給制契約社員に相当する勤務時間を勤務していた期間は

通算する。 
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２、月給制契約社員から正規社員への登用要件 
 ①社員区分          月給制契約社員 
 ②社員区分での勤務年数    ２年以上 
 ③評価結果         「次期契約時に加算（昇給）する」と評価された者 
 
 ＊正規社員への登用にあたっては、これらの要件を満たす者のなかから支社等機関の選考

により行うことを原則とする。ただし、特に優秀な者については要件を満たしていなく

とも、各社の運用方針により登用されることもあり得る。 
 ＊「社員区分での勤務年数」については、公社時のキャリアスタッフとして勤務していた

期間を通算する。 
 
● 郵産労は「非正規社員の均等待遇を求める要求書」を提出し、非正規社員の処遇・待遇の

改善を求めてたたかっています。※最終頁参照 
 
【安全衛生管理】 
 １、安全衛生教育 
  ①労働安全衛生規則（第３５条）では、労働者の雇用時等については、安全衛生教育義

務が規定されています。 
● あまり実施されていません。実施されていない場合は、郵産労など労働組合に相談して下

さい。 
②特に、集配外務作業でバイク等を使う場合は、交通安全に関する教育・指導等を十分に

行う必要があります。 
● これもほとんど実施されていません。 
 

２、採用時の身体検査と健康診断 
 公社時の制度と同様です。 
採用時検査・定期健康診断・特別健康診断が行われています。 

 
【勤務時間について】 
 １、正規の勤務時間について 
  ①スペシャリスト契約社員（各社共通） 
   １日について８時間以内、４週間について１週平均４０時間以内 
  ②エキスパート契約社員（各社共通） 
   １日について８時間以内、４週間について１週平均４０時間以内 
  ③月給制契約社員 
  （郵便事業会社） 
   １日について６時間以上８時間以内、４週間について１週平均４０時間以内 
  （郵便局会社） 
   １日について８時間、４週間について１週平均４０時間以内 
  （ゆうちょ銀行） 
   １日について７時間又は８時間、４週間について１週平均４０時間以内 
  （かんぽ生命保険） 
   １日について７時間又は８時間、４週間について１週平均４０時間以内 
 
  ④時給制契約社員（郵便局会社はなし） 
  （郵便事業会社） 
   １日について６時間以上８時間以内、４週間について１週平均４０時間以内 
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（ゆうちょ銀行） 
   １日について７時間又は８時間、４週間について１週平均４０時間以内 
  （かんぽ生命保険） 
   １日について７時間又は８時間、４週間について１週平均４０時間以内 
 
  ⑤パートタイマー 
  （郵便事業会社） 
   １日について６時間未満 
  （郵便局会社） 
   １日について８時間、４週間について１週平均４０時間以内 
  （ゆうちょ銀行） 
   １日について７時間未満、４週間について１週平均４０時間以内 
  （かんぽ生命保険） 
   １日について７時間未満、４週間について１週平均４０時間以内 
 
  ⑥アルバイト（各社共通） 
   １日について８時間以内、４週間について１週平均４０時間以内 
 

２、勤務時間について 

勤務時間は労働条件の中でも重要なものです。期間雇用社員の皆さんに対して服務表

を作成し、勤務の始終時刻や休憩の方法等について明らかにすることは当然です。 

  服務表とは、その職場の労働条件を直接表したもので、労働基準法第１５条及び同施行

規則第５条でいう「労働条件の明示」に基づくものです。 

各会社が定める就業規則では最低次の項目について明示することになっています。 

①勤務の種類並びに始業時刻及び終業時刻 

②休憩時間を設ける方法 

③休息時間を設ける方法 

④週休日を設ける方法 

⑤勤務の種類の組合せ方法 

 服務表では勤務の種類を具体的に決めていますが、その勤務の種類を、いつ、誰に、ど

のように働いてもらうか属人的に日々の勤務方法を定めるのが「勤務指定表」です。 

 勤務指定は、各期間雇用社員に労働力を提供する具体的時間、勤務方法を明示するもの

です。 
 

３、超過勤務 

   正社員と同様に期間雇用社員にも勤務指定表等でその労働条件が明示されています。

ですから、業務量の変化を理由にして恣意的にその雇用時間を変更することはできませ

ん。パートで働く労働者にとっては、本人の生活リズムがあり、雇用時間の変更は、あ

らかじめ明示した労働条件の変更ともいえるからです。 

  しかし、現実の職場では当日急に業務量が増大することがあります。このような場合に、

正社員と同様に、期間雇用社員にも超過勤務を命ずることができることになっています。

この場合、超過勤務命令簿に記入する等、きちんと処理をして正規に時間外労働を命令

しなければなりません。 

 
● 各郵便局（事業所）毎に３６協定を締結しなければ残業をさせることができません。期間

雇用社員の皆さんも郵政事業で働く労働者ですから、３６協定（残業協定）の締結の都度、

なんらかの形で意思が反映されることとなります。 
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４、休憩時間及び休息時間 

（１）休憩時間は勤務時間に含まれません 

 １日の正規の勤務時間と時間外労働の時間との合計が６時間を越える場合は４５分、 

８時間を越える場合は、１時間の休憩時間を勤務時間の途中に設けることが労働基準法

で決められています。４時間勤務の場合は休憩時間は設けられていません。 

●休憩時間の位置はあらかじめ指定することになっています。 

 

（２）休息時間（勤務時間に含まれます） 
① 正規の勤務時間中、能率を維持し、かつ、保健と安全のため休息する時間を勤務の途中

に１５分設ける。となっています。（休息時間が与えられなかった場合も繰り越されな

いので休息時間の位置を指定させることが重要です。また、手空き時間と混同した運用

をさせないようにしましょう。） 
勤務時間 休息時間 
２時間  ８分 
３時間 １１分 
４時間 １５分 
５時間 １９分 
６時間 ２３分 
 
② 時間外勤務を命じられた場合の休息時間は勤務時間４時間について１５分の割合に

よって算出（分位未満の端数は、３０秒以上は１分とし、３０秒未満は切り捨てる。）

した時分を勤務の途中に設ける事になっています。 

    例、正規の勤務時間（４時間）15分十１時間超勤 ３分45秒=18分45秒＝１９分 

  ③ 特例休息は適用されていません。 

 

５、週休日 

  労働基準法（第３５条）では、使用者は所定の「休日」を労働者に与えることを定めて

います。この「休日」（週休）は期間雇用社員にも当然与えられます。したがって勤務

日６日につき１日の割合で週休日を与えなければなりません。 

 

 ６、非番日の導入 

  ２００７年１０月以降、民営分社化でいままでの「勤務指定のない日」（斜線）に替わ

り、正規の勤務時間を割振られた日及び週休日以外の日を非番日とすることとされまし

た。 

 

○「三六協定上の取扱い」 

労基法３６条に基づく「三六協定」では、法内時間（週４０時間）を超えた「非番日」

  労働は「非番日労働１日」とカウントし、法内時間（週４０時間）以内は非番日労働で

  あっても「非番日労働」としてカウントしない。 

 （期間雇用社員区分別の超勤・休日労働・非番日労働等の割増率については後述）  

 
７、育児又は介護を行う社員の勤務の制限 

 勤続１年以上で１週間の所定勤務日数が３日以上の期間雇用社員は、育児・介護のため

の時間外勤務・深夜勤務の制限の対象となります。 
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【休暇制度について】 
１、年次有給休暇 

  年次有給休暇（年休）は、労働者が労働から解放されることを労働者の権利として認め

させた制度です。 

  年次有給休暇は労働者の当然の権利です。使用者に認められているのは、業務に重大な

支障がある場合に限り「時李変更権を行使できる」とされているのみで、労働者がどのよ

うな用件で年次有給休暇を取得しようと自由です。 

 労働基準法（第３９条）で年次有給休暇が定められています。期間雇用社員については、

「雇入れの日から起算して６ヶ月間継続して勤務していること」「全労働日の８割以上出

 勤していること」の２つの要件を満たした場合に発給します。 

① 平成６年４月の労働基準法改正により、継続勤務要件が採用後１年から採用後６ヶ月 

に短縮されました。 

＊ 勤続年数６ヶ月の場合は、採用の日から６ヶ月間の勤務を要する日数を２倍した日数をも

って上表を適用します。 

＊ １週間の勤務時間が３０時間以上の社員は、「217日以上」の欄が適用されます。 

＊ 正社員・高齢再雇用社員から採用された期間雇用社員の採用年度の発給日数は20日が限

  度となります。 

② 年休はすべて１日を単位として付与されます。（時間年休は今のところありません） 

③ 年休の種類は、すべて法内休暇で「自由付与」です。 

  休暇の請求手続きは、年次有給休暇請求書を原則として、その希望する日の前日の正午

までに提出することになっています。（病気、災害、その他やむをえない事由があって

提出できなかった場合は、勤務しなかった日から遅くとも3日以内に提出する。） 

④ 年次有給休暇の有効期間は２年間です。 

⑤ 年次有給休暇の発給要件である「８割以上出勤」には、以下の該当日は出勤したものと

して取扱います。 

  ＊年次有給休暇 ＊特別休暇 ＊無給休暇  

＊育児休業・介護休業の日  ＊週休日・非番日に勤務した日 

●所属長は、業務の正常な運営を妨げると（事業に重大な支障）判断したとき、「請求され

た年休の時李に与えないで、他の時李に変更したとき」は、その事由の要旨を年休請求

者に□頭通知することになっています。 

●郵産労は時間での休暇がとれるよう要求しています。 

 

【特別休暇について】 

（意義） 

 労働者には、１日のうちでその労働に服する時間のほかに、それぞれ社会人としての生

活を持っており、社会の営みに対して、それ相応の権利と責任を有しています。 

 期間雇用社員については、現在、正社員の特別休暇とはその取扱いが異なっています。次

の事由により休暇を申請する場合、所属長が必要と認める期間を特別休暇として承認する

ことになっています。 

勤 続 年 数 
１年間の勤務

を要する日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 
6年6月

以上 

217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 

121日以上 

217日未満 
7日 ８日 9日 10日 12日 13日 15日 

48日以上 

121日未満 
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 



 - 8 - 

１、 選挙権その他公民としての権利の行使する場合 

２、 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ 

 の出頭する場合 

３、 事務又は事業の運営上の必要に基づく業務の全部又は一部の停止の場合      

（注）出勤前の扱いではない。 

４、 忌引（次表の通り） 

死亡した者 日数 

配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係にある者） ７日 

父母 ７日 

子 ５日 

祖父母 ３日 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば １日 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日 

子の配偶者又は配偶者の子 １日 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 １日 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 １日 

おじ又はおばの配偶者 １日 

（注） 

（１） 生計を同じくしている配偶者の父母、子、祖父母又は兄弟姉妹の場合は、職員の父母、

子、祖父母又は兄弟姉妹が死亡した場合と同じ日数となります。 

（２） 父母に代わって祖父母の葬儀を行う職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の継承を受け

た者である場合は父母が既に死亡して職員が父母に代わって、葬祭を行う場合は、父

母の死亡と同じ日数です。 

（３） 遠隔の地へ赴く必要のある場合の往復の日数を加算します。 

 

【無給休暇】 
  期間雇用社員が次の各号の一つの事由に該当して勤務日又は正規の勤務時間中に勤務し

ない場合は、規定する基準に従い、無給の休暇として承認されます。 

① 厚生労働省主導の下に骨髄液の提供にかかる登録、検査、入院等の場合。 

② 女性社員の分娩 

  ア 産前にあっては６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）及び産後にあっては８週間以

内の請求期間。 

  イ 妊娠４ヶ月未満の分娩については、分娩の日以降引き続き１週間の期間において請

求する期間 

③ 女性社員が、生理日の就業が著しく困難なために勤務をしないことを請求する場合 

④ 育児時間（生後満１年に達しない生児を育てる職員に１日２回各々３０分） 

⑤ 業務上の事由又は通勤による傷病（医師の証明等に基づき、最小限所属長が必要と認

める期間） 

  ＊従来の無給休暇であるが、労災保険適用に伴い、労災保険から給与の８０％相当、会

社から２０％相当が支給になります。なお、労災保険適用までの３日間については、

会社から８０％支給になります。 

⑥ 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が、その子を看護する場合 

 （１年度において、社員の請求する継続又は分割した５日以内の期間） 

＊新たに無給休暇として新設 

⑦ その他の私傷病（⑤項同様、１年度内で１０日以内の請求する期間） 

⑧ 公職に立候補する場合（選挙の立候補届日から当該選挙投票日の前日までの、社員が
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請求する期間） 

＊新たに無給休暇として新設 

●無給休暇は年休の発給要件である出勤日数にカウントされます。 

 

【育児休業・介護休業】 
 １、育児休業 

（１）期間雇用社員は、養育する１歳未満の子について育児休業をすることができる。 

 （当該社員の配偶者、その他の者が常態として当該子を養育できる場合を除く） 

 ［育児休業の対象社員］ 

 ①雇用期間が１年以上である者 

 ②養育する子が１歳に達する日を超えて引き続き雇用が見込まれる者 

（２）社員は、養育する１歳から１歳６か月までに達するまでの子について、育児休業をす

ることができる。（当該社員の配偶者、その他の者が常態として当該子を養育できる

場合を除く） 

 ［対象事項］ 

 ①当該社員又は配偶者が、当該子の１歳到達日に育児休業をしている場合 

 ②当該子について、保育所の申し込みを行っているが１歳到達日後の期間に実施が行われ 

ない場合 

 ③当該子の養育を行っている配偶者が、子が１歳到達日後の期間にあって死亡した場合、

子を養育することが困難（負傷・疾病・精神障害等）になった場合、配偶者が同居しな

くなった場合、６週間以内に出産する予定又は産後８週間を経過しない場合 

（３）育児休業の期間については給与を支給しない。 

   育児休業を取得している社員は、育児休業が終了した時は職務に復帰するものとする。 

 

 ２、育児部分休業   ３歳未満の子を養育するもの 

（１）対象社員 

  育児休業をしている社員、又は配偶者が育児休業をしている場合、１日の勤務時間が６

時間以下の期間雇用社員、短時間社員を除く者 

（２）育児部分休業の期間 

  養育しようとする３歳に達する日までの期間で社員が申し出た期間。 

  育児部分休業は、正規の勤務時間の始め・終りで、１日を通じて２時間を超えない範囲 

  で、１５分を単位とする。 

（３）育児部分休業期間中の給与は支給しない。 

 

３、介護休業 

［対象社員］ 

 要介護状態にある対象家族を介護する社員とする。只し、期間雇用社員のうち次の者は

除く。 

①雇用期間が１年未満の社員 

②介護休業の開始予定日から９３日を経過する日を超えて引続き雇用されることが見込ま

れない社員 

［要介護状態］ 

 負傷、疾病、身体又は精神上の障害で２週間以上にわたり日常生活に支障がある状態 

［対象家族の範囲］ 

①配偶者 ②社員の父母 ③社員の子 ④配偶者の父母 ⑤社員と同居している次の者 

社員の祖父母、 社員の兄弟姉妹、 社員の父母の配偶者、 配偶者の父母の配偶者 

社員の子の配偶者、 配偶者の子、 社員の孫 
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［介護休業の期間］ 

  要介護者１人につき、一の継続する要介護状態ごとに、その状態が引続いている間にお

いて、１回の連続する６か月（期間雇用社員にあっては９３日）の期間とする。 

  介護休業は、１日単位とする。介護休業中の期間・日については給与は支給しない。 

 

４、介護部分休業 

 ［対象社員と期間］ 

 ①１日の勤務正規の勤務時間が６時間以下の社員②介護休業の開始予定日から９３日を経

過する日を超えて引続き雇用されることが見込まれない社員、を除く期間雇用社員を対

象とする。 

  期間は、上記「介護休業期間」の範囲内とする。 

  介護部分休業の単位は、期間雇用社員は正規の勤務時間の２分の１の時間数（１時間未

満の端数は切捨て、４時間を限度）の範囲内とする。介護部分休業の時間については、

給与を支給しない。 

 

【期間雇用社員の給与体系】 
１、期間雇用社員の区分に応じて、次のとおりになっています。 

 

区分 アルバイト パートタイマー 
時給制 

契約社員 

月給制 

契約社員 

エキスパート 

契約社員 

スペシャリスト

契約社員 

基本賃金 

時給制 

＊旧短期ゆう

メイトと同様 

時給制 

（基本給＋加

算給） 

＊旧長期ゆう

メイトと同様 

時給制 

（基本給＋加

算給） 

＊旧長期ゆう

メイトと同様 

月給制（基本

月額＋調整額

＋地域手当） 

月給制・時給

制   

＊個別に決定 

 

年俸制・月給

制・時給制 

＊個別に決定 

生活関連手当 通勤費 通勤費 通勤手当 通勤費（手当） 通勤費（手当） 

職務関連手当 

・労働基準法に基づくもの 

 祝日割増賃金（アルバイトを除く）深夜割増賃金・時間外割増賃金 

・その他 

 特殊勤務手当・早朝・夜間割増賃金（アルバイトを除く） 

＊作業能率評価手当相当分を賞与に加算して支給 

（時給制契約社員及び月給制契約社員のみ） 

労働基準法に

基づくもの 

祝日割増賃金 

深夜割増賃金 

時間外割増賃

金 

同左 

 

 

 

 

 

諸

 

手

 

当 

賞与（臨時手当） 不支給 
旧ゆうメイトと

同様 

旧ゆうメイトと

同様 

旧ゆうメイトと

同様 

正社員と同様 

（医療機関社

員は同左） 

不支給 

 

２、時給制契約社員とパートタイマーの賃金と諸手当 

（１）基本賃金＝基本給＋加算給 

① 基本給＝「地域別基準額」＋「職務加算額」 

    「地域別基準額」…正社員の調整手当支給にかかる地域区分指定表に基づく基準額 

             特地…甲地※甲地◎の地域 770円 

             甲地…甲地の地域 740円 乙地…700円  丙地…660円 

             丙地・乙地は都府県により730円～670円の読替えあり  

    「職務加算額」…各会社ごとに設定されています。 

 

［事業会社］（内務）０～50円 

（外務）特地・甲地 130円～230円  乙地・丙地 80円～180円 

（共通）特地・甲地  ０～200円   乙地・丙地 ０～100円 

内務・外務でそれぞれ読替えあり 

 内務…０～200円 

 外務…特地・甲地 130円～430円  乙地・丙地  80円～340円 
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    ［郵便局会社］ 

職務加算額 支給区分 
特地・甲地 乙地・丙地 

郵便窓口業務 0～50円 

窓口業務 0～500円 0～400円 

後方事務 0～500円 0～400円 

集金事務 80～500円 60～400円 

アウトバウンド業務 220～870円 220～770円 

かんぽ募集業務 300～870円 280～770円 

業務インストラクター補助 670～870円 670～770円 

共通事務集約センター 0～200円 0～100円 

本社・支社 0～200円 0～100円 

 

    ［ゆうちょ銀行］ 

職務加算額 
支給区分 

特地・甲地 乙地・平地 

担務Ａ 0～500円 0～400円 一般店 

統括店（エリア管理を行う部

署を除く） 
担務Ｂ 80～500円 60～400円 

共通事務 0～500円 0～400円 貯金事務センター 

（計算センターを含む） 一般 0～500円 0～400円 

地域センター 0～500円 0～400円 

本社・統括（エリア管理を行う部署に限

る） 
0～200円 0～100円 

 

［日本郵政株式会社］ 

職務加算額 
支給区分 

特地・甲地 乙地・丙地 

一般事務 ０～200円 ０～100円 
医療機関 

医療事務 ０～360円 ０～250円 

その他 一般事務 ０～200円 ０～100円 

 

②加算給＝「基礎評価給」＋「資格給」 

 「基礎評価給」「資格給」の概要 

 

「基礎評価給」 

   （対象社員）時給制契約社員・パートタイマーに対する基礎評価で、すべての項目が

        「できている」と評価された者。及び、接遇・マナー２つ星３つ星の認定 

         を受けた者。 

（支給額）各社同じ  

支給区分 支給額 

①基礎評価すべて「できている」 10円 

②  ①で２つ星認定 15円 

③  ①で３つ星認定 20円 
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① に該当しないが接遇マナー２つ星３つ星に認定された場合、 

②③と①との差額を基礎昇給として支給する        

支給区分 支給額 

①に該当しないが２つ星認定 ５円 

①に該当しないが３つ星認定 10円 

 

   「資格給」 

    スキル評価結果に基づき、時給制契約社員等資格給支給額表の支給区分・スキルレ

ベルに応じて表中の額を支給する。 

    ＊Ａランクの資格給支給については、直前にＣランクの資格給を受けていた者は除く 

   ＊基礎評価給・資格給の支給開始時期は、評価期間満了後の直近の４月１日または１

０月１日からとする。 

 
 

（２）諸手当 

   ①通勤費     通勤距離２Kｍ以上で勤務1回につき2600円まで支給 

   ②時間外割増賃金 正規の勤務時間を超えて、週休日もしくは非番日に勤務を命ぜら

れて勤務した時に支給 

   

（支給額）１ヵ月間における次の勤務の区分に応じた割増額とする。 

○正規の勤務時間が1日８時間以上の契約社員Ⅱ等の時間外勤務 

 基本賃金額×１２５％ 

○正規の勤務時間が１日８時間未満の 〃  〃 

 正規の勤務時間との合計時間が８時間までの場合は割増は付かない 

 正規の勤務時間との合計時間が８時間を超える時間については、基本賃金額

       ×１２５％ 

○ １週間の正規の勤務時間数＋同期間中の合計時間が８時間までの時間数－

４０時間で算出した時間数は、「労基法で定める労働時間を超える時間数」

として１２５％が適用になります。 

○ 前記同様、４週間の場合も１６０時間を超えた時間数は１２５％が適用にな

ります。 

○ 週休日の勤務  基本賃金額×１３５％ 

○ 非番日の勤務  基本賃金額×１２５％ 

   ③祝日割増賃金  基本賃金額×３５％ 

☆ 郵便事業会社（特に郵便外務）では、祝日に非番日が指定されている場合がほとん

どです。祝日に非番日が指定され、その日が勤務となった場合、当然割増賃金の対

象となります。上記のように割増率は 
  ○ 非番日に見合う時間外労働として 時間給の１００分の１２５×勤務時間 
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  ○ 祝日出勤としての割増として   時間給の１００分の３５×勤務時間 
  合計で＝１００分の１６０の割増となります。 

④深夜割増賃金  22：00～5：00 の時間内に勤務したとき、30～50％の割増金を支 

給する。支給割合は所属長が定める。 

   ⑤早朝・夜間割増金  始業時刻5：00以降7：00以前、終業時刻21：00以降22：00以

前の勤務に１時間以上従事したとき、勤務１回につき支給。 

 

    始業時刻6：00前 500円  始業時刻6：30前 300円  始業時刻7：00前 200円 

    終業時刻21：00以降 200円 

 

   ⑥特殊勤務手当 各社ごとに設けられている。 

          「月給制契約社員の基本賃金等の構造表」参照 

   ⑦臨時手当  ６月１日、１２月１日に雇用されて、基準日前６ヵ月の期間に、実勤

日数が６０日以上の者に支給する。但し、休職中・停職中（１か月未

満除く）・育児休業中で対象期間内に勤務期間がない者は除く。 

          ○計算式   Ａ÷６×0.3×Ｂ 

          ○Ａ：対象期間の基本賃金の合計額   

Ｂ：対象期間の実勤日数の区分割合 

（支給割合）８０日未満 1.0   

                ８０日以上 1.1         

               １００日以上 1.2 

               １２０日以上 1.3 

   ⑧作業能率評価手当    

    （郵便事業会社で掲出） 

   ○支店に勤務し、郵便専担業務に従事する者に支給する。 

   ○支給対象者 

    ＊２月・８月期実施の定期評価の作業能率測定時のスキル評価結果が「Ａランク（習

熟度有）」かつ基礎評価結果がすべて「できている」と評価された者 

    ＊郵便内務で通常郵便の区分、郵便外務で専ら配達（通配、混合に限る）に従事 

    ＊４月、１０月（測定月）の前月以前６か月間の勤務時間数が840時間（深夜勤者は

728時間）以上の者 

    ＊作業能率測定月以前６か月間、郵便事故・誤配その他郵便事業の信用失墜行為を

行っていない者 

    ＊作業能率測定月の翌月１日に期間雇用社員である者 

   ○支給額 

    郵便内務  手当ランク レベル１～７で15000円～110000円 

    郵便外務  手当ランク レべル１～７で20000円～150000円 

   ○支給日   測定月の翌月の賃金支給日に支給する。 

 

３、月給制契約社員（契約社員Ⅰ）の賃金と諸手当 

（１）基本賃金 ①基本月額＋②調整額＋③地域手当の合計額 

  ①基本月額 各社ごとに設定 

        毎年４月１日の雇用契約期間更新時で、前年１年間の人事評価結果が良好

な場合、「加算額」を加算した額に改定する。改定後の基本月額は、基本

月額に加算額４回分（注、各社で異なる）を加算した額を超えることはで

きない。 

  ②調整額  深夜業務調整額 渉外営業配置局 窓口事務繁忙局 医療事務 

  ③地域手当 別表の支給割合（0～18%） 

 月給制契約社員の基本賃金と諸手当については、次のページ表を参照してください。
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[時給制契約社員から登用された月給制契約社員の賃金が下回った場合の取扱い] 

（１）基本月額と調整額の合計額が、時給制契約社員の基本賃金（時給）を月給化した額を

下回る場合は、その差額を基本月額に加算した額をもって、基本月額として取扱う。 

（２）時給制契約社員としての基本賃金（時給）の月給化は、臨時手当を含めた年額を月額

に換算するものとする。 

 （計算式） 

   時給制契約社員としての基本賃金（時給）×１週間の正規の勤務時間÷５×248日× 
  （（1/12×0.3×1.3×2）＋１）÷（地域手当の支給割合＋１）÷13.08   
 
 (注) 式中の「1 週間の正規の勤務時間」「地域手当の支給割合」とは、月給制契約社員と

して適用せれるものをいう。 
 
（２）諸手当 

 ①通勤手当      正社員と同じ 
 ②時間外割増賃金  ・基本取扱いは正社員と同じ 

・ 非番日労働は正社員同様、基本賃金額の 135%であるが、その

ほかは、時給制契約社員と同じです。 
   月給制契約社員の基本賃金の単価（1 時間単価）の算出は正社員と同じです。 
 

賃金単価＝（基本賃金額×12）÷（1 週間の正規の勤務時間数×52） 
 
  ③祝日割増賃金  135%割増 
  ④深夜割増賃金・早朝夜間割増賃金  時給制契約社員と同じです。 
  ⑤臨時手当   ・支給算出額  基本賃金額×0.3×1.8 
          ・支給除外該当者は、時給制契約社員と同じです。 
          ・欠勤・懲戒処分等で減額あり 
 
  ⑥作業能率評価手当   支給額、支給要件等は時給制契約社員と同じです。 
         
 

【非番日導入にともなう期間雇用社員区分別の割増率について】 
  

 休日労働 非番日労働 超勤（8H 以内 超勤（8H 超） 祝日労働 
スペシャリスト社員 135％ 125% 100/100 125% 対象外 

エキスパート社員 135% 125% 
（時給制） 100/100 125% 対象外 

月給制契約社員 135% 135% 100/100 125% 135% 
時給制契約社員

（パートタイマー含む） 135% 125% 100/100 125% 100/35 

アルバイト 135% 125% 100/100 125% 対象外 
 注 医療機関のスペシャリスト社員、エキスパート社員は祝日割増賃金の対象です 
 



 - 16 - 

【月給制社員の地域手当地域指定表】 
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【健康保険等】 
 従前の公社から民営化後の期間雇用社員の社会保険等についての変更はありません。 

 変更点は、民営化に伴う、健康保険証の事業主の変更とカード化です。 

 

１、健康保険法及び厚生年金法が適用される場合 

  郵便局など国の事務所は、強制適用事業所で、雇用される者は、健康保険法及び厚生 

年金法の適用を受けることになります。 

（１） 健康保険法（日雇特例）が適用される場合 

① 臨時に雇用される者 

・ ２ヶ月以内の期間を定めて臨時に雇用される者。但し、２ヶ月の期間を超えて引き続き

雇用されるようになったときは、その時点から健康保険法及び厚生年金法の適用を受け

一般の被保険者となります。 

・ 日々雇用の者。但し、１ヶ月を超えて引き続き雇用される場合は、その１ヶ月を超えた

日から健康保険法及び厚生年金法の適用を受け、一般の被保険者となります。 

② 季節的に業務に雇用される者 

・ 季節的に４ヶ月以内の期間を区切って雇用される者。なお、当初から４ヶ月を超える予

定で雇用される場合は、その当初から健康保険法及び厚生年金法の被保険者となります。

しかし、たまたま４ヶ月を超えて引き続き雇用されても、季節的業務に雇用されている

限り、健康保険法及び厚生年金法の適用は受けられません。 

 

 

 

 

 

 

引続く２ヶ月間に通算して２８日以上雇用される見込みがないことが明らかな場合、あるい

は家庭の主婦や学生アルバイトなでで、短時間だけ働き、被扶養者となっている場合は、社

会保険事務所から日雇特例の適用除外の承認を受けて、日雇特例被保険者とならないことが

できます。 

● 期間雇用社員の勤務時間が正規社員のおおむね４分の３以上（６時間以上）であれば該当

します。 

● 期間雇用社員の勤務日数が正規社員のおおむね４分の３以上であれば該当します。 

 

 

 

日
雇
特
例
被
保
険
者
・
国
民
年
金
第
一
号
被
保
険
者 

一
般
の
被
保
険
者 

常用的雇用関係にある人 

引き続き１ヶ月以上雇用さ

れることになった人 

右の期間を超えて引き続き

雇用されることになった人 

継続して４ヶ月を超えて

雇用される見込みのある

人は、当初から 

日々雇い入れられる人 

２ヶ月以内の期間を定め

て雇用される人 

季節的業務（４ヶ月以内）

に雇用される人 
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【雇用保険】 
 雇用保険は、当然適用となりますが、その場合、法令でいう「事業主」は個々の支店長等

となります。 

 雇用保険の目的が失業等による所得の減少を保障するということから、他の制度によって

失業時の保護が受けることができる者や雇用期間の短期の者（①１週間の所定労働時間が２

０時間未満、②雇用見込みが１年未満、③年額賃金が９０万未満）等については被保険者に

なれません。 

 

１、被保険者の種類と適用者 

 雇用の状態によって、被保険者には５つの種類があります。 

（１）一般被保険者 

 ①短時間労働被保険者、日雇労働保険者、高年齢継続被保険者及び短期雇用特例被保険 

者以外の者 

 ②日雇労働保険の被保険者のうち、連続する２暦月の各月において１８日以上、同一局 

所で雇用された場合は、その翌月の最初から一般雇用保険の適用者となります。 

 

（２）短時間労働被保険者（短時間労働者である被保険者） 

  「短時間労働者」とは１週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労 

働者の１週間の所定労働時間に比べて短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数（３０ 

時間）未満である者をいいます。 

 

（３）日雇労働被保険者（日々雇用される者） 

 ３０日以内の期間を定めて雇用される者。但し、適用区域外の地域に居住し、適用区 

域外の局所において雇用される者は除かれます。 

 

（４）高齢者継続被保険者 

  被保険者として同一事業主の適用事業に６０歳に達した日の前日から引続き６５歳に 

達した日以降の日において雇用される者。 

 

（５）短期雇用特例被保険者 

  期間雇用社員のうち、２０時間以上の雇用の場合であって日雇労働被保険者、一般被保 

険者、短時間労働被保険者又は高年齢継続被保険者の要件に該当した場合は、被保険者 

として取り扱われます。 

 

以上は、従来の規定でしたが平成１９年４月に雇用保険法の一部が改正されました。 

 

（改正事項） 

１、雇用保険料率の改正（平成１９年４月１日適用） 

 

              改正前                    改正後 

 被保険者負担分  給与支給総額×８/ 1000  ➪  給与支給総額×6/ 1000 

  事業主負担分   給与支給総額×11.5/ 1000  ➪   給与支給総額×9/ 1000 

 

 

２、求職者給付（失業給付）の受給資格要件の変更（平成１９年１０月１日実施） 

 短時間労働被保険者（週所定労働時間２０時間～３０時間未満）の被保険者区分が廃止さ

 れ、一般被保険者として一本化されると共に、求職者給付の受給資格要件が改正されまし

 た。（平成１９年１０月１日以降退職者が対象） 
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（改正前） 

・ 短時間労働被保険者以外の一般被保険者 

 ➪退職前１年間に、被保険者期間（賃金支払基礎日数が１４日以上の月）が６か月以上 

   あること 

・ 短時間労働被保険者である一般被保険者 

➪退職前２年間に、被保険者期間（賃金支払基礎日数が１１日以上の月）が１２か月以

上あること 

（改正後） 

・ 週所定労働時間２０時間以上の人については、週所定労働時間の長短にかかわらず、原

則として、➪退職前２年間に、被保険者期間（賃金支払基礎日数が１１日以上の月）が 

１２か月以上あること 

＊ 解雇・倒産等により退職した場合は、被保険者期間が６か月以上あること 

 

３、教育訓練給付の要件・内容の改正（平成１９年１０月１日実施） 

 被保険者期間によって異なっていた給付水準が一本化されました。また、初めて教育訓練

給付を受ける人は、雇用保険の加入期間が１年以上あれば教育訓練給付を受けられる暫定

措置が設けられました。（平成１９年１０月1日以降に指定講座の受講を開始した人が対象

となります） 

（改正前） 

・ 雇用保険加入期間3年以上5年未満…教育訓練のために支払った費用の20％（上限10万円） 

・ 雇用保険加入期間5年以上…教育訓練のために支払った費用の40％（上限20万円） 

 

（改正後） 

・ 雇用保険加入期間3年以上 … 教育訓練のために支払った費用の20％（上限10万円） 

＊初回に限り、雇用保険加入期間1年以上で受給可能（暫定措置） 

 

【雇用保険の各種給付について】 

① 教育訓練給付 

厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し修了した場合に、費用の一部が支給になりま

す。（前述）   例 英会話、衛生管理者 等 

   ＜指定講座の詳細＞ 

ハローワーク…「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」閲覧できます。 

インターネット指定講座検索 

 

② 雇用継続給付 

・ 育児休業給付 ・介護休業給付 ・高年齢雇用継続給付 

③ 求職者給付 

 退職後、求職活動を行っている場合「基本手当」が支給されます。給付額は、被保険者で

あった期間や退職前６ヶ月に支給された賃金額によってことなります。 

 

④就職促進給付 

 求職者給付の受給資格者が、基本手当の所定給付日数の１/３以上、かつ45日以上残し再就

 職した場合に「再就職手当」または「就業手当」が支給されます。 
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【退職慰労金】 
 １、退職手当は、公社までは国家公務員退職手当法に基づき支給されていたが、民営化後

は労働基準法の適用に変更になりました。旧制度では、長期ゆうメイトが対象で、勤務

時間が１日８時間で１８日以上勤務した月が連続６ヶ月を超え引続き同勤務時間で勤務

することが条件でした。 

２、支給対象は月給制契約社員。（戦力化と定着化促進をはかる趣旨） 

３、支給額  基礎額×勤続年数期間 

４、基礎額（グループ会社共通） 

会社名 １週間の勤務時間 基礎額 

グループ５社 ４０時間 ４６０００円 

局会社以外の４社 ３５時間 ４００００円 

事業会社 ３０時間 ３４０００円 

 

５、勤続年数の算定 

 ①月給制契約社員として引続いた在職期間。なお、公社の非常勤職員から引続き新会社

の月給制契約社員として雇用された者は、公社時の平成19年4/１～９/30の在職期間は

新会社での勤続期間に通算する。 

 ②在職期間のうち休職・専従休職（通算４年の期間）・公職による休職のあった期間（月）

は除く。 

 ③育児休業で子が１歳に達する日の月までの休業期間のうち、当該休業期間の１/３に相

当する期間（月）を除く。 

 ④正社員が定年前退職で、期間雇用社員として月給制契約社員に従事した者については、

退職慰労金は支給しない。 

 

 

【定期健康診断】 
 正規社員は年１回定期健康診断が実施されていますが、期間雇用社員にも適用となります。 

 なお、診断結果は労働基準監督署に報告が義務付けられています。 

 

● 労災保険の二次健康診断等給付について 

  労働者災害補償保険法では、定期健康診断（特別健康診断を含む）の結果、血圧・血中

脂質検査・血糖検査・ＢＭＩ（肥満度）のすべての検査結果で異常所見があると診断さ

れた場合、或いは産業医が必要と認めた場合に、定期健康診断から原則として３ヶ月以

内に二次健康診断を受診することが出来ます。定期健康診断（特別健康診断）結果と二

次健康診断受診の有無は健康管理室から通知されます。 

  二次健康診断にかかる費用については、労災保険から支給され、本人負担はありません。 

  受診希望者は、「二次健康診断等給付請求書」（請求書用紙は労働基準監督署にあり）

に必要事項記入のうえ支店長証明を受け、定期健康診断（特別健康診断）結果を添付し、

検診給付病院経由で都道府県労働局に提出することとなります。 

 

 

【福利厚生】 
 期間雇用社員は、部内の保養所、レクセンター、体育館又はカウンセリングの制度が、正

社員と同様に利用できます。 
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【「非正規社員の均等待遇を求める要求書」の交渉到達】 
区分 郵便事業会社 郵便局会社 
正
社
員
へ
の
登
用 

①20 年度中に 2000 人 
 （４月１日に 550 人－内務 50 人、外務 500 人こ

れ以降 1450 人） 
②登用基準・選考方法・勤務条件等は別紙(勤続年

数の緩和措置) 

①渉外社員を 20年度中に 1500人(上半期 600人、

下半期 900 人) 
②月給制契約社員からの登用は６月頃を予定 
③・月給制契約社員であること 
 ・月給制契約社員としての勤続年数が２年以上 
 ・支給区分の改定が時期契約時に「加算する」

者 
月
給
制
契
約
社
員
へ
の
登
用 

①20 年度中に 2700 人程度 
(４月１日に約 2000 人、これ以降 700 人) 

②登用要件－過去６ヶ月間懲戒処分なし 
〈区分、配達業務〉 
 スキルレベルＡ(習熟度あり)、作業能率評価

100%％以上 
〈発着、計画、営業、集荷等〉 
 スキルレベルＡ(習熟度あり)を４回連続 
③短時間社員からの選考 
④現在は約１１００人 

①20 年度中に 3000 人程度 
(4 月 1 日に 1100 人、これ以降 1900 人程度) 

②社内と社外から登用・採用 
③登用基準の見直しを行う 

(下記－勤続年数、スキルレベルの撤廃) 
④現在は 500 人(現場の郵便局には 230 人) 

均
等
待
遇 

①業務災害又は通勤災害に伴う補償については、労

災保険が適用されるまでの３日間は、会社から恐

怖基礎額の 80/100 を支給する 

同左 
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